
  

要支援１・２

要介護１

車いす

申請理由１

申請理由２

申請理由３

ⅰ）であることを
主治医に確認した。

ⅱ）であることを
主治医に確認した。

ⅲ）であることを
主治医に確認した。

車いす

付属品

申請理由１

申請理由２

申請理由３

ⅰ）であることを
主治医に確認した。

ⅱ）であることを
主治医に確認した。

ⅲ）であることを
主治医に確認した。

特殊寝台

申請理由１

申請理由３

ⅰ）であることを
主治医に確認した。

ⅱ）であることを
主治医に確認した。

ⅲ）であることを
主治医に確認した。

特殊寝台

付属品

申請理由１

申請理由３

ⅰ）であることを
主治医に確認した。

ⅱ）であることを
主治医に確認した。

ⅲ）であることを
主治医に確認した。

床ずれ

防止用具

申請理由１

申請理由３

ⅰ）であることを
主治医に確認した。

ⅱ）であることを
主治医に確認した。

ⅲ）であることを
主治医に確認した。

体位変換器

申請理由１

申請理由３

ⅰ）であることを
主治医に確認した。

ⅱ）であることを
主治医に確認した。

ⅲ）であることを
主治医に確認した。

認知症老人

徘徊感知機器

申請理由１

申請理由３

ⅰ）であることを
主治医に確認した。

ⅱ）であることを
主治医に確認した。

ⅲ）であることを
主治医に確認した。

移動用

リフト

申請理由１

申請理由２

申請理由３

ⅰ）であることを
主治医に確認した。

ⅱ）であることを
主治医に確認した。

ⅲ）であることを
主治医に確認した。

要支援１・２

要介護１～３

自動排泄

処理装置

申請理由１

申請理由３

ⅰ）であることを
主治医に確認した。

ⅱ）であることを
主治医に確認した。

ⅲ）であることを
主治医に確認した。



申請必要書類 

 

 

※ 要介護認定が未決定中に、暫定でサービスの利用を先行する場合には、 

①非該当になった場合には、全額自己負担になることを説明してください。 

②軽度者になる可能性があるため、サービスの利用をする前に、 

必ず、医師の意見を確認しておいてください。 

③認定が決まり次第、申請が必要であれば、速やかに申請手続きをしてください。 

 

 

申請理由１

申請書

申請理由２

申請書

主治医から得た情
報及び福祉用具専
門相談員のほか、
軽度者の状態像に
ついて適切な助言
が可能な者が参加
したサービス担当
者会議の要点

申請理由３

申請書

担当者会議の要点

医師の診断書又は

介護支援専門員が
聴取した医師の意見
を記載した居宅サー
ビス計画

介護支援専門員か
らみて福祉用具を
利用することで自
立につながる状況
を記載した理由書
（任意の様式）



★軽度者の特定福祉用具貸与の確認申請について  

①これは、例外給付です。  

主治医の意見は、いずれの特定福祉用具でも確認は必要です。 

担当者会議の要点及び居宅サービス計画書に確認した内容を記載してください。 

 （確認した日付・医療機関名・医師名・理由） 

確認方法は、原則、診断書です。  

座間市は独自で、介護支援専門員の聞き取りによる確認も認めています。 

あくまでも、介護支援専門員の責任のある聞き取りです。  

例）○○病院△△医師に令和■月■日に、☆☆☆☆の理由で◎◎が必要であることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載不備（記載内容が不足）であることが多いとみなされるものは以下のようなものです。  

不十分な例）  

○○病院の△△医師に令和■月■日に、（福祉用具名）が必要であると確認した。  

この場合では、医師から福祉用具が必要であることを確認していますが、身体状況についての確認

が出来ていません。  

本来は医師の診断書が必要であり、聞き取りでは診断書の内容を網羅する必要があります。  

診断書の内容とは、用具の必要性ではなく、本人の身体状況です。よってこの聞き取り内容では不

十分となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

②１つの申請書では１つの特定福祉用具の確認申請しかできません。 

理由の聞き取りが重要です。 

これが無いと、給付できません。 

３のⅠ）Ⅱ）Ⅲ）のいずれなのかは、 

主治医が判断する部分です。 

 

介護支援専門員の記載した福祉用具の貸与に係わる理由書（任意の様式）には？ 

 

その福祉用具貸与の給付があることで改善、自立につながる状況を記載してください。 

 


